
埼玉県警察本部が保有する個人情報の開示ができるよう体制整備の検

討を求める意見書 

 

昨今離婚が増加しているが、離婚が成立するまでに双方の合意形成や認識に齟齬が

あることを理由に時間を要するケースも見受けられる。特にＤＶを理由とする場合は被害

者と加害者側の言い分のみでは正確な状況を把握できないケースもあり、特に加害者が

ＤＶをしたことに対する認識がない、または本当は認識していても裁判等でも認めないこ

ともある。 

そうした中でＤＶが発生した当初、警察に通報したことで発生した時の客観的な状況

証拠を把握しているケースもある。裁判等でそうした認識の齟齬を解消するために、被害

者または加害者が埼玉県警察本部に埼玉県個人情報保護条例第 22 条第 1 項に基づ

き、個人情報の開示を求めるケースも増加している。また同条例第 22 条第 1 項では「開

示決定等は開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。」と規定している。

しかし埼玉県警察本部においてはここ数年開示が延長される事例が著しく増加傾向に

ある。 

ここ数年の請求の総数と延長件数そして総数に占める延長件数の割合は以下のとお

りである。 

２０１８年 請求総数 ５４５件、延長件数 １３８件、割合 ２５．３％ 

２０１９年 請求総数 ６３９件、延長件数 ３４６件、割合 ５４．１％ 

２０２０年 請求総数 ６５５件、延長件数 ５１６件、割合 ７８．８％ 

２０２１年 請求総数 ７０９件、延長件数 ６５５件、割合 ９２．３％ 

２０２２年１０月時点 請求総数 ５９０件、延長件数５５１件、割合９３．４％ 

 開示請求の増加のため事務処理が滞っていることが延長の件数の増加の理由であ

る。  

結果、個人情報の開示延長により当初予定していた裁判等の日程が延長されたりす

る等、結果県民のサービスが低下しているとも言える。 

よって、埼玉県警察本部には裁判等の証拠等のために開示請求された個人情報が、

埼玉県個人情報保護条例第 22 条第 1 項に規定されている開示請求から１５日以内に

対応できるよう体制の整備を検討することを求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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